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に問題 となっていた不動産 担保貸付を中心 とす る貸出,あ るいは銀行 重役 の

関係企業 に偏 した貸 出または投 機的貸付 を行 ってきた地方銀行(貯 蓄銀行 を

も含む)が つ ぎつ ぎ と破綻 した。つづ いて大正11年 の恐慌,12年 の銀行動揺

が 出現 し,そ の うえ関東 大震災(大 正12年9月)に よって京 浜地区 を始 め各

地 の銀行,会 社 お よび問屋 な どは大打撃 を受けた。そ して金融界の動揺 は,

震災手形 の善後措置をめ ぐって,昭 和2年 金融恐慌に まで発展す る ことに な

った。

1・ 大正9年 恐 慌 とそ の後 の金融制度 の整備

(1)貯 蓄銀行 法の制定一 貯蓄銀行の一県一行 主義

大正9年 恐慌 において輸出お よび内需 向け の各繊維産業 は大混乱 とな り,

特に各機業 では戦争 中 よ り引続 く好況で機台の増 設,工 場 の拡張 を行 い生産

過 剰 の傾 向があ ったのに加 えて,業 者のなかには株 や商品 の投機に手 を出す

者 もあ り,銀 行 もまた過度 の信用 を与 えてい たか ら,そ の反動 は大 き く深刻
く　コ

な ものがあ った。各地 の絹 ・綿 ・毛 織物業 者は2週 間か ら2ヵ 月に お よぶ休

業 を行い,商 品流通 お よび金融は断絶 または停滞 し,こ れ ら業界に大 きな地

位 を 占めてい た各種 問屋か らも破産す るものが続 出 した。各種問屋お よび 中

企業 に融資 していた地方銀行界 も,こ の恐慌 に よって大動揺 をきた し,大 正

9年4-7月 に取付 を受け た ものは本支店合計169行,休 業 銀行は21行 に達

した。 この21行 の うち,19行 が公称資本金100万 円未満 で,し か も日銀 との

取 引がない ものであ り,ま た16行 は六大都市 以外 の地に本店 を有す る もので
く　ラ

あった。つ ま り休業銀行 の大半が,地 方の弱小銀行 であった ことがわか る。

また大正9年4月 か ら10年8月 までに休業 した30行 の うちでは,専 業貯蓄銀

行は8行,貯 蓄 兼営普通銀行 は7行 で,計15行 に達 した。 この専業貯蓄 銀行

(1)日 本銀行調査 局 「世 界戦争終 了後 二於 ケル本 邦財界動揺史 」(同 行),「 日本

金融 史資料」 明治大 正編,第22巻,509-522頁 。

(2)同 上,547-8頁 。
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のほ とん どが親銀行を もち,集 めた貯 蓄預金 を親銀行へ の預け金 としてお り,

親 銀行 はそれ を 自行 の資金 と一緒に して運用 していた。そ の典型的な例 が横

浜貯蓄銀行 であ る。同貯蓄銀行 は横浜市 の七十 四銀行 の子銀行で あ り,預 金
　　　

1,168万 円の うち,1,059万 円を七十四銀行 へ預 け金 と していた。生糸輸 出不

振 のため七十四銀行は貸出 回収が困難 とな って取付を受け,大 正9年5月24

日に休業す る と同時に,横 浜貯蓄銀行 も休業 した。

一般に貯蓄銀行 の預金は金利 が高 く,そ の うえ集金員を使 って集 め る場合

も多か ったので預金 コス トが高か ったか ら,資 金を直接 または親銀行 を通 じ

て正常 の商業金 融ではな く長期 固定貸付や関係企業へ の融資 または投機 貸付

な ど,高 利率 の貸 出に向け ざるをえなか った。 だか ら,こ のよ うな資金吸収

方法は貯蓄銀行経営を不安定 に し,貯 蓄銀行は銀行制度 の最 も弱い部分 とな

っていたので,零 細預金者保護 の点か らも好 まし くなか った。そ こで政府は

貯蓄銀行条例を根本的に改 め ることに し,大 正10年4月 に新 たに貯蓄銀行法

を公布 した(大 正11年1月 施行)。 この貯蓄 銀行法では,第 一に貯蓄銀行 の公

称資本金最低額を従 来の3万 円か ら一気に50万 円に引上 げて,資 本 の面か ら

貯蓄銀行 の強 化がはか られ た。第二に預金者保護の観点か ら,貯 蓄銀行に よ

る普通銀行業務 の兼営を禁止 し,不 動産担保貸付や信用 貸付 を制限 し,親 銀

行へ 巨額の預け金 を した り,一 個人 または一会社へ多額 の貸 出をす る ことも

禁止 され,に わかに厳重 な取締方針が実施 され るこ とにな った。 この結果,

大正10年 末には636行 もあった貯蓄銀行 は,11年 末 には146行 へ と激減 した。

貯蓄銀 行条例 の もとでは,貯 蓄 銀行 は公称資本金3万 円ない し10万 円の もの

が大半を 占め,多 くは親銀行 支店 を代理店 とした り,そ の窓 口を借 りて営業

してい る状態 で あった。 したが って新 らしい法律の もとでは,50万 円以上に

増資 して も,従 来 のよ うに普通銀行 なみ の不健全で高利率 の貸 出は できず,

また親銀行 の資金吸収機 関 と して行動す ることも法律 上困難 とな るので,単

独増 資を あえてす る魅力には とぼ しか った。そ の うえ当時の地方金融界には

(3)「 横 浜興信 銀行 三十年史 」(同 行,昭 和25年),27頁 。
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そ んな資金的余 裕 もなか った。

そ こで大蔵 省や県 当局 の勧奨 の もとに,県 内の専業貯蓄 銀行 お よび普通銀

行貯蓄部が集 まって新 らしい貯蓄銀行を設立す る例が多 くみ られた。つ ま り
(4)

貯蓄 銀行 におけ る 「一県一行主義」 の実現が促進 された。そ して貯蓄銀行が

兼営 していた普通銀行業務部門は,普 通銀行 と して存続す ることに なった 。

それ で大正10-1年 には貯蓄 銀行か ら転業 した普通銀行 が多数 あ ったため(大

正11年 中に普通銀行へ転業 した ものは515行 に お よんだ),資 本金100万 円

未満 の普通銀行が増加 した(第12表(2)参 照)。 貯蓄銀行法制定 に よって,

貯蓄銀行は零細貯蓄保護機関 と して堅 実化 され,そ の面か ら銀行制度 の下部

は強化 されたが,一 方では多 くの貯蓄銀行が普通銀行 に転 化 した こ とに よ り

営業状態 の不安定 な弱小普通銀行 を増加 させ る ことに もな った。

(2)信 託業 法 の制定一 信託会社 の一県一社主義

貯蓄銀行 法の制定 に続 いて,政 府は大正ll年4月 に信託法お よび信託業法

を公布 し(12年1月 施行),従 来無尽会社 的 または貸金 会社的 な営業 を して

きた信託 会社 をきび し く取締 る ことに した。信託 会社 もまた信託 に名をか り

て,庶 民 の零細 な貯金 または掛金を預 って,不 動産担保 または信用 で高利貸

付 をす る脆 弱な経営 内容の ものが多 く,本 来の信託業務 を行 うものは非常に

少 なか ったので,信 託会社の実 質を もたない零 細業者を締 出 して信託業務を

発展 させ るため,同 業法制定 の運 び となった。 同業法に よれば,信 託会社 の

最低 資本金額 を100万 円以上 と法定 し,業 務 内容 を法律に よって厳重 に制 限

(4)当 時,黒 田銀行局長は貯蓄銀行合同について 「……普通銀行は兎も角 として

貯蓄銀行は互に手を握って一所に合同し,地 方によって一概にも云 はれ ませんが

先づ二蜘 と二らふ土ら といふ事は極めて望 ましい……」 と述べた(「 大阪銀行通

信録」第287号,大 正10年7月,22頁,力 点は引用者)。 また,日 銀の前掲資料で

も,貯 蓄銀行法の制定に より 「……貯蓄銀行 ノ資本最低 ヲ三万円ヨ リ五十万円二

引上 ケタル結果 自然貯蓄銀行合同 ノ趨勢ハ全国二波及シ群馬県下 ノ十四行 力其貯

蓄部 ヲ夢雌 亨テ駈 タニ百万 円ノ上毛貯 蓄銀行 ヲ設立 シタル ヲ先駆 トシ各府県多 ク

ハー県一行乃至二行 二合同ろルノ方針 ヲ以 テ協議 ヲ進 メタル ヲ以テ貯蓄銀行数ハ

改正法 ノ施行サ レタル大正十一年以降急減セ リ」 と述べ られてい る(日 本銀行,

前掲資料,701頁,力 点は引用者)。
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した ので,信 託 会社 と して認可 申請 した ものはわずか であった。そ の後 も健

全 な内容 の信託 会社 を一県に一 社程度設立 させ るとい う方針が とられ,信 託
くの

会社 におけ る一県一社主義は確立 され た。/

この よ うに政府は第1次 大戦前後 の独 占形成期 に対応す る金 融機構整備 の

第一 段階 と して,金 融機構の最下部を形成す る下級金融機関を堅実化す る政

策 を とった。すでに零細預貯金者保護 のため大正4年 に貯蓄 銀行条例改正,

無尽業 法制 定が行わ れていたが,独 占段階 の金融制 度整備 のための政策 とし

て,こ こで述べ た貯蓄銀行法 お よび信託業 法 の制定 が行われた。そ の方針 の

大綱は,最 低 資本金額 を大幅に 引上げ て弱小規模 の ものを淘汰 し,業 務 内容

を制限 して他業 との兼営 を禁止 し,し か も一県一行 または一一社 として政府 当

局の統制 に便 な らしめ るものであ った。

2・ 普通銀行 の合同方針一 地 方的合同

普通銀行について も,段 階 的 な差は あったが,同 一方 向の政策が とられて

いた。大蔵省は明治44年 の通牒 で人 口10万 以上 の市街地におけ る新設銀行 資

本金を100万 円以上 と していたが,大 正7年5月 に 同 じ く新設 銀行 の資本金

を200万 円以上に引上 げた。そ して大正11年 恐慌後 の12年 は じめに 「特別 の
(6)

事 情な き限 り今後絶対 に新銀行 の設立 を許可せ ざる事 」を決定 し た。 そ の

際,支 店増設 もな るべ く認 めず,さ らに銀行合同を極 力勧奨す ることとし,

「これ が為 めには大蔵省に於 て予 め各地方別に一定 のス ケールを作 りこのス
く　ラ

ケールに よ りて 当該地 方長官 と 協議 の上 積極的に合併を 懲濾す る事 」 と し

た。 この方針 を推進す るため,大 正13年7月 に大蔵省 は地方長官 あてに銀行
くの

合 同促進 と銀行合 同に よる利 益 とを一般 に知悉 させ るよ う通牒 を発 した。 こ

(5)麻 島昭一 「本邦信託業 の集中過程 」,『 金融 経済 」第57号(昭 和34年8月)を

参照 せ よ。

(6)「 銀行通信録 』第448号(大 正12年2月),268頁 。

(7)同 上,力 点は引用者 。

(8)傘 融研究会 煎掲書 附録26-32馬
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こに初 めて,銀 行合 同の大方針は 「地方的合 同」 とい う,わ が国独特 の方針

に定 まったのであ る。 これ までは合 同を促 進す るといって も,弱 小銀行 を整

理す るとい う方針が定 め られ ていただけで,合 同に よって同一 県内 または 同

一・地方 の銀行 を整理 ・統合す る方針 つ ま り地方的合同の方針 は明確

に されていなか った。

この通牒 の原案(大 正13年6月30日)で は,合 同の機 会 を利用 して合同参 加

銀行 の不 良資産を整理す るとい う意図が 明 らかに された。 この案は,小 銀行

の不良資産整理 と合 同の関係について,つ ぎの よ うに述べてい る。

「之 〔経営 困難 の小銀行 のこ と〕を救済す るの方法 としては銀行の 資力を

増 大 し,且 つ其 の欠陥を整理 して基礎 の強固 なるもの と為す を要す る も多

数の小銀行 に対 して其 の増資を為 さ しめ,又 は 自己 の発意を 以て其の整理

を断行 せ しむ るが如 き事 は容易に望む能 はざ る処 な るに依 り,是 等多数銀

●行 を打
って一 団 とな し其 の団結を機 として内部 欠陥 の整理を為 さ しめ,其

の経 営者 には多数 の銀行従事者 中 より比較 的適 任な る者 のみを選 出 して之

に当 らしめ,資 力に対す る信用 と人に対す る信用 とを兼ね備は しむ るの外
ロ コ コ ロ 　 コ サ 　 　 コ 　 ロ ロ 　 リ コ 　 ロ コ の コ コ 　 ぐ の

な く1之 を実 行 す るに は 銀 行 合 同 の方 法 に 拠 るの外 な き事 と被 存候 」

不 良 資産 整 理 の方 法 と して 銀行 合 同 の意 義 をは っ き り認 めた のは,こ れ が 最

初 で あ ろ う。 そ して この時 期 以 後,慢 性 的 不 況 の終 る昭 和10年 ごろ までの 銀

行 合 同 に は,多 か れ 少 なか れ 不 良 資産 整理 の 問題 がか らまっ てい た(後 述 す

る)。 つ ま り大正12-3年 に 始 め られ た 「地 方 的合 同」 は,経 営 不 振 また は 破

綻 銀 行 の不 良 資産 を 整 理 して,預 金 者 保 護 に 万 全 を期 し うる健 全 な銀行 を作

(9)金 融研究会,前 掲書,附 録27頁 。

なお,大 正13年7月26日 付の大蔵省 より各地方長官宛 の通牒(蔵 第9275号)に

よれば,合 同方針はつぎのように説明されている。

「一,合 同は可成多数の銀行を纒め 且つ其の実資産を以て 合併せ しむるの方針を

採 ること

二,同 一地方の銀行を相互に 合同せ しむ ることは 最 も利便 多かるべ きも若 し同
一地方庁管内の銀行に 合同せ しむ るに比 し,他 地方庁管 内の銀行に合同せ し
む るを捷径又は有利と認め らるX場 合には之が成立に努む る事」 〔三 より八

までは略す〕(金融研究会・前掲書・附録29頁)。
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りあげ る とい う目的一 いいかえれば消極的合 同の 目的一 を有 していた。

そ こで本通牒 の趣 旨に したが って,各 地方長官は銀行 首脳 部を招い て合 同

の勧奨 を行い,地 方 の有力者 を も加えて銀行合 同期成 会 または合 同促進 懇談

会を設置 した(名 称には多少 の違 いが あった)。 こ うして大正14-5年 ごろ
く　

に は,ほ とん ど全国各県で合 同期成会が作 られ るにいた り,政 府 の合同勧奨

は これ 以後一層 強化 された。

5・ 第1次 大 戦後 の不動産担保貸付 問題

既述 の よ うに大正6-7年 に問題 とな った地方 銀行 の不動産担保貸付 は,

大正9,11年 の恐慌 の際にそ の固定化が明 らか となった。た びたび説明 した

よ うに,地 方に おけ る確実 な債権担保物 件は不動産 しか なか った(銀 行 が担

保 としたのは 田畑ばか りで な く,む しろそ れ以外 の土地 ・建 物が多かった,

第3表 を参 照)。 したが って財界好 況の ときには不動産価 格は上昇 し,換 金

も比較 的容 易 とな るため不動産 の担保価値 は上昇す るので,地 方の資金需要

が増大す るにつれ て銀行 の 不動産担保貸付は増 加 した。 第20表 でみ るよ う

に,大 正4-一一9年 の好況期 に も不動産担保貸付額が増加 した ことは注 目さる

べ きことであ る(た だ し株 式担保貸付額が激増 したため,不 動産 担保貸付 は

比率 では低下 した)。 この よ うに好 況期 で も増大 した不動産 担保貸付 は,第

1次 大戦後 の慢性的不況過 程において もます ます増加 した。地方銀行は,従

来か らの信用貸付が滞 るにつれて不動産担保に切替 えた り,ま たは増 し担保

と して不動産 を とったか らであ る。そ の うえ不動 産価格 が値 下が りし,滞 貸

を償却 しよ うとして も不動産 は換金 困難 なため,不 動産担保貸付 は地方銀行

経営 のガ ンとなった。

もちろん地方銀行経営者 も,銀 行 資金 の不動産担保貸付 への固定化 を手 を

こまね いていたわけでな く,な るべ く不動産担保貸付を縮 小 しよ うと努力 し

(10)金 融研究会,前 掲書,212頁 。 合 同期成 会 の例 と して福岡,佐 賀,栃 木,茨

城・大阪 兵摩・富円の各府県があげられている(同 ・69頁)9
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第20表 普通銀行貸付金 の担保別割 合(明 治35一昭和8年)(単 位 ・%)
「

年 末 国債

地

方

債

、

株式

外国債
社 債
及 び諸
証券

地 所
家 屋
及 び
各財団

商 品雑
品

船 舶
及 び
漁業権

保証

及び

信用

合計

金 額

貸 付 金
うち

歪轟葎
明治35年

40

大 正1

4

5

10

11

昭 和1,

3

5

8

3,5

6.3

4.5

3.6

3.4

0.323.7

0.325.6

0.222.3

0.123.3

0.542.9

1.434.410。2

1.128.3

1.836.1

2.737.9

2.616.0

11.2

8.9

6.9

10.2

26.5

27.3

26.1

25.5

24.6

100

100

0

0

0

0

1

1

100

2.30.333.55.915.78.733.7100

2.10.330.24.420.47.934.7100

2.1

2.8

3.1

0.627.8

0.726.6

0.422.1

3.70.325.3

6.821.07.9

7.025.3
キそ

7.925.9

10.123.3

7.4

6.7

33.8

30.2

34.0

100

0

0

0

0

1
1凸

-

6.131.2100

千円

376,466

514,504

655,909

645,729

L711.917

4,871,877

6,323,5751,291,315

7,661,1181,612,290
キキヤ

6,728,6411,702,480

6,392,8831,657,840

5,780,6941,350,080

千 円

129,612

145,658

236,798

245,005

272,980

762,319

備考:(1)貸 付には当座貸越を含む。

⑧ 静印は不動産担保貸付 の割合の最高を示 し,輔 印は昭和期におけ る最

高を示す。また輔 苦印は不動産担保貸付金の最高を示す。

資料:「 金融事項参考書』。

た 。 政 府 も と くに 大 正11年 恐 慌 期 に お け る銀 行 の救 済 策 と して,同 年12月 に

勧業銀行,興 業銀行に地方銀行の不動産担保貸付を肩替りさせる方針を決定
(11)(12)

したが,両 行は不 良資産 の抱込みに なる肩替 りをほ とん ど行わ なかった。そ

こでついに政府は不動産貸付を取締るため 「普通銀行の不動産担保貸附は今

後出来 る限 り制 限す る 方針 なる も,こ れが為 め 別に法 令の改正は 為 さざる

(11)日 本銀行調査局 「日本金融史年表」(同 行.昭 和36年),54頁 。

(12)「 銀行通信録」前掲号,267頁 。 この肩替 りの実績は不明であるが,「 日本勧

業銀行史』(同 行,昭 和28年)に よれば,大 正11年11月 台湾銀行に対する2千 万円

の肩替 りが主たるものであったようである(附 録,38頁)。 その理由として 「不動

産銀行の資金難其他法制上 の不備のみに存す るに非ず して 休業銀行の営業内容に

対する不動産銀行側の不安 も亦大なる源因を為す……」(『銀行通信録」前掲号,

267頁)と いわれ,む しろ債務者に普通銀行か ら担保を引出 させて,不 動産銀行

が直接貸付け る方法が案出 された(同)。 しか し,こ れでは地方銀行か ら優良顧客

を奪 うことにもな り・地方銀行救済の効果は少な くなった9
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くゆ

事」 を定 めた。 この取締方針は これ 以後昭和恐慌期 にいた るまで維 持 された

が,慢 性 的不況が続 き,し か も地方銀行 が主 として中小企業上層部,問 屋,

地主 な どへ貸付 を行 ってい るか ぎ り,地 方銀行 の不動産担保貸付は好 まれ な
ロの

か った が,漸 増 せ ざ るを え なか った(昭 和5年 が ピー クで あ っ た)。

4.大 銀行 に よる地方銀行 の合 同

大正9年 か ら大正末期 にかけ て,地 方銀行は 以上 のよ うに経 営困難,と く

に滞 貸お よび度重 な る取付 な どに悩 まされていた。 これに反 して,財 閥銀行

は,系 列企業 の独 占体へ の移行 に ともない,預 金 も収益 も増大 したので大幅

な増 資を行 った(第18表 参照)。 また一部 の財閥銀行 を始 め とす る大銀行 は,

経営 困難 におちい った弱小地方銀行 を合同 して,ま す ます独 占的地位 を高 め

た。 しか も大銀行に よる合同の形式 をみ ると,大 正5-8年 の好況期には,

増大す る資金需要に応ず るた め経営規模 を拡大す る 目的 を もつ積極的 な合 同

が多 く,被 合 同銀行 の経営状 態 も良好であったか ら,吸 収合併 の形式 がほ と

ん どすべ てであって,当 然 の ことなが ら 合同後には 大銀行 の 資本金は増 大

した(第19表 参照)。 しか し大 正9年 以降 にな ると,第21表 に示 され るよ う

に,経 営状態の あま り良 くない銀行 の優 良資産 を選 んで営業 を譲 り受け る と

い う買収 の形 式がふ え,14件 の うち10件 まで も買収 であった。

5・ 金融制 度調査会 におけ る地方銀行 問題

一 合同方針 と不動産担 保貸付制限

まえに も述べ た よ うに,貯 蓄銀行 法の施行(大 正11年1月)に よ り,多 数

(13)「 銀行通信録」前掲号,268頁 。

(14)大 正14年 上期に秋田県では 「……普通銀行 二対 スル不動産担保融通方 ノ申込

相当巨額 二達セルモ各行共出来得ル限 リ之 力融通 ヲ謝絶 シ居 レル由ナ リ」 とい う

状態であった(日 本銀行秋 田支店 「秋田県下 二於 ケル農業金融」大正15年12月,

「日本金融史資料」明治大正編,第23巻,371頁)。 茨城県の各銀行 も大正13年 ご

ろには不動産金融には応 じえない状態にあった(「 常陽銀行二十年史」同行,昭

和30年,59頁)9
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篇2↑ 表1]i大 銀 行 に よる地 方 銀行 の合 同(大 正9-15年) (単 位 ・千 円)

合 同 消 滅 銀 行 合 同 存 続 銀 行

合同方法合同年月 所在府県 銀 行 名

■

書遵 所在府県 銀行名

合同前
の公称
資本金

合同後
の公称
資本金

大 正9.-

10.8

es10
.9

13.-

14。 ・一一

〃

〃

〃

〃

〃

14.11

11:1
15・g陣

静 岡 焼 津

東 京 八 十 一

岡 山 津 田

東 京 田中興業

静 岡 浜松商業

東 京 千 住

大 阪 児 山

〃 紀阪貯蓄

滋 賀 近江商業

福 岡 若松商業

東 京 高砂商工

愛 知 安 藤

兵 庫 摂 陽

京 日 進

350愛 知

10.OOO東 京

5,000〃

2,200大 阪

1.160東 京

1,000〃

500大 阪

500〃

2,500慶 知

100大 阪

2,000東 京

5,000大 阪

10,000〃

1・000i東 京

治

海

五

友

田

河

口

明

東

十

住

安

古

山

治

友

百

村

四

百

〃

十

明

住

第

野

三

第

11,000

10,000

10,000

70,000

150,000

10,000

50.oooi

50,000

11,800

70,000

25,000

10,000

50,000

25,000

11,800

21,000

吸収合併

〃

買 収

〃

〃

〃

〃

〃

14.050吸 収 合 併

買1収

〃

〃

52,200吸 収 合併

買 収

備 考:(1)こ の表 の大 銀行 とは,の ちに都市銀行 にな った もの,ま たは都市 銀行に

合同 され た もので,公 称資本金1千 万 円程 度以上 の もの。

(2)「 合同後 の資 本金」 の欄 の 一 印は,他 銀行 を買収 した場 合 で,買 収銀行

資本金 には変化 がない ことを示 す。

資料:金 融研究会,前 掲 資料,45,76,76-7頁 よ り。 ただ しx印 の部分 は東 京商工

会議所 「我 国銀行 の合 同問題」(同 所,昭 和5年),128頁 。

の貯蓄銀行が普通銀行に転化 したため,に わかに 弱小普通銀行が増加 した。

このため下 級金融機 関が整備 された大正末期か ら昭和初期にかけ ては,金 融

制度 の最 も弱い部分 は弱小普通銀行 となった。そ こで政府は普通銀行制 度 を

整備 ・強 化す るため新銀行法 の制定 を考慮 し,そ の準備 のた め大正15年9月

に金 融制 度調 査会を設 置 した。 もちろん同調査 会は,金 融制度全般にわた っ

て(た とえぽ貯蓄 銀行,無 尽 会社 な ど)調 査p・検討 を行 ったが,最 も多 く論

議 したのは普 通銀行 をめ ぐる諸 問題 であった。

金融制 度調査会の決定事項 の うち,地 方銀行 と関連が深い のは 合同方針 と



明治後期か ら昭和初期までの銀行合同(そ の2)(進 藤) 一51一

不動産担 保貸付制限の2点 であった。銀行合 同に関す る方針 と しては,な る

べ く地方的 合同を 奨励す るとい う既定 の方針 が 確認 された。 同調 査会の原

案 は 「本邦普通銀行 ノ数ハ多 キニ失 スル ヲ以テ合同ハ今後 二於 テモ之 ヲ促進

セ シ ムル コ ト トシ尚地 方金 融 ノ実情 二鑑 ミ成 ル ヘ ク地 方 的 合 同 ヲ奨 励 スル コ

(15)

ト」 であった。 この方針 を審議 した同調査 会の委員はみ な,普 通銀行 が多 数

存 在す るために 弱小銀行は無理 な経営 を しているのだか ら,こ の弊害 を除去

す るために は銀行合同が必要であ ると考 えていた。そ して同調査会が普通銀

行 の公称 資本金 最低額を100万 円以上 と決定 した ことも,弱 小銀行 の合同を
(16)

促進 させ る強力 な条件 となった。

また金融制度調査会は地方銀行経営の最大の問題点である不動産担保貸付

について も,そ れを制 限す る一・層明確 な方 針を決 めた。前 述の よ うに地方銀

行 は不動産金融 に偏 り,「 不動産銀行」 の よ うな営業状態 におちいっていた

か ら,一 応商業銀行 と しての営業方針を とっていた財 閥銀行 と対比す れぽ,
(17)

ほ とん ど異質 の ものに なっていた。 この よ うな地方銀行 の営業状態 では,い

(15)「 金融制度調査会本会議議事速記録」第2回,大 正15年3月13日,「 日本金融

史資料』明治大正編,第18巻,26頁 。 そ して原案の後半部は修正 されて 「……成

ルヘ ク地方的合同 ヲ奨励 スル ト共二都会銀行 ト地方銀行 トノ合同二付 テモ相当考

慮 スルコ ト」に改め られた(大 蔵大臣宛の調査報告書 より,同 上,402頁)。 しか

し財閥銀行 と地方銀行は業態を異に し,そ の うえ金融恐慌に 引きつづ く昭和恐慌

過程で,地 方銀行の経営は悪化 し,財 閥銀行 も遊資処分に悩む ようになったか ら,

修正条項は実際上 の効果をもたず,大 蔵省の既定方針 どお りになった。

(16)大 正15年9月 の金融制度調査準備委員会において.普 通銀行の資本金法定 と

合同の関係については,つ ぎのように予想 されていた。 「大蔵省 も此の資本金法

定 を機会 として全国に渉 り大 々的に銀行合同を奨励す る方針な りと云へば,其 法

定は銀行合同を著 るしく増進 し,猶 予期間中には驚 くべ き合同を実現するに至 る
べ し,但 し不良銀行は他 と合同す る事 も困難なれば 自然整理 さるるものも多数に

上 るぺ く,資 本金法定 の結果は合同又は自然整理等に より銀行数は現在の三分の

二乃至半数に激減するな らんか といふ」(「 銀行通信録」第488号,大 正15年9月,

333頁)。

(17)た とえば,三 井銀行の常務取締役池田成彬は,大 正9年4月 に久原商事会社

の久原房之助か ら借入申込を受けたが,不 動産担保では困ると断 り,結 局,久 原

鉱山会社株を担保に して貸付けた。 しか し,鉱 山株を担保にすることも 「その時

分銀行では鉱山株は禁物で したが……」 と述べている(池 田成彬 「続財界回顧』,

三笠文庫.昭 和28年,97-8頁)。
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ったん取付に あえば,た ち まち休業 し,ひ いては健全 な大銀行 まで金融恐慌

に巻 き込んで しま うことは,第1次 大 戦後 の数次 の恐慌 の体験で十 分に知 ら

れていた。そ こで金融制 度調 査会は さきの大正13年 の大蔵省通牒 の趣 旨を一

層 明確に して,つ ぎの よ うに定 めた。普通銀行が不動産担保貸付に偏 りす ぎ

るのは不適当だか ら,行 政指 導に よ り自己資本の範 囲内に漸減 させ ることと
　ゆ

したが,特 に法律を もって規定 しない こととした(も し法定す れ壱斗 多 くの

地方銀行は経営不能 におちいったであろ う)。 しか し当時,地 方 銀行 の不動

産担保貸付 の多 くは 固定化 してお り,そ の整理は合 同の際に実施 す るほかな

か った 。1

第4章 金融恐慌以後(昭 和2-7年)の 銀行合同促進の要因

1.金 融恐慌 の経過 とそ の対策

大正9年 以降わが 国経済界 は打続 く不況に悩 まされ ていたが,特 に大正12

年9月1日 の関東大震災 に よる被害 は大 き く,各 方面に打撃を与 えた。政府

は9月7日 に支払猶予令(緊 急勅令)を 公布 し,被 害地(欝 羅 齋 楼 県難)に

住 所 または営業所を有す る債務者 は,そ の支払を30日 間延期 され る ことに な

った。市 中銀行 も,す でに割 引いた手形 または 日銀再割手形 の債務者 の支払

能力が 不足 していたため,貸 出の回収が 非常に 困難 とな り苦境 に立 ってい
くユ　ラ

た。そ こで,さ きの勅令の期 限終 了前 の9月27日 に,震 災手形 再割引令 とい

われ る勅 令が公布 され,日 本銀行 は特 別融通 を行 うことに なった。 この勅令

(18)「 本邦普通銀行中ニハ 其 ノ資金不動産抵当貸等 ノ長期貸出二 偏スルモノ砂 カ

ラス其 ノ受信業務 二顧 ミ穏当 ヲ欠 ケルモノアル ヲ以テ大体之 ヲ漸減 セシムルノ方

針 ヲ持 シ将来成ルヘク此 ノ限度 ヲ払込資本金及準備金 ノ範囲二止 メシムル コ ト」

(同速記録.第2回,「 日本金融史資料」同上.28,404頁)。 のちに昭和5年12月

の同調査会においても,上 の方針が再確認された(同 速記録,第7回,同 上,497

頁)。

(19)こ こでい う震災手形 とは,震 災地関係手形お よび震災地に 営業所を有する銀

行の預金証書,コ ール ローン証書を担保 として振 出された手形 をい う(日 本銀行

調査局 「関東震災 ヨ リ昭和二年金融恐慌 二至ル財界」,(昭 和8年9月 刊),「 日本

金融史資料』明治大正編,第22巻,876頁g
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に よ り日本銀行 で再割 引 した震災手形につい て損 失があ る場 合,政 府は1億

円を限度 として損失 を補填す る ことがで きる よう になった。 この救済措置が

のちの金融恐慌 の導 火線 となった。 この勅令に定 め られた震災手形 の再割引

期 間は大正13年3月 末 日,震 災手形 の書換手形 の再割 引最終期限 は大正14年

9月 末 日であ った。 しか しこの特別融通 の期限は 「震災 二因ル損害 ノ回復十

分 ナラサル ノ理 由 二依 リ」大正15年9月 末 日まで延長 され,さ らに大正16年
く　の

9月 末 日まで再 延長 された。

震 災手形 の当初 市場在高 は約21億 円 と推定 され,日 銀 が大正13年3月 末 日
　 コ

まで に行 った特 別 融 通 額 は4億3,081万 円 で,融 通先 は96行 に もお よん だ 。

そ して特 別 融 通 期 限 は再 延 長 され たが,一 方,特 別融 通 の 回収 は遅 々 と して

進 まず,昭 和 元 年 末 に い た る も未 決 済 額 は 市 中銀 行手 持 ち 分 も加 えれ ぽ2億

680万 円 で,融 通 先 は50行 に もお よん で い た(日 銀勘 定 で は特 別 融 通 残 高 は

1億5,903万 円 で あ った)。 特 別 融 通末 済 高 の うち200万 円 以上 の大 口分 の

合計 は,台 湾 銀 行 の1億 円を も含 め て1億9,662万 円 に達 し,特 別 融 通 残 高

(2億680万 円)の95%を 占め て お り,し か も一 部 の 銀行(17行)に 極 度 に集

く　ラ

中 していた。そ して昭和元年 末 の特別融通残高 の うち約1億6千 万 円は,回
　　ラ

収不能 または 困難 とみ な され た。

この事態を処理す るため,昭 和2年1月 に政府は さきの震災手形再割 引令

の規定 に もとつい て第五十 二議会に 「震災手形損 失補 償公債法案」 を提 出 し

たが,そ の内容は 日銀が再割 引 した震災手形 の未 決済額2億7百 万 円の うち

1億 円に限 って補償 を行お うとす る ものであ った(具 体的に は 日銀へ1億 円

の5分 利付公債 を交 付す る)。 また政府 は同時 に 「震災手形善後処理法案」

(20)日 本銀行.前 掲資 料,『 日本金融史資料 」明治大 正編,第22巻,770-1頁 。

(21)同 上,876頁 。

(22)同 上,880-2頁 。 ただ し 「…… 〔この〕未 決済高 ニハ当時 二於 ケル本行 〔日

銀〕割 引残 高 ノ ミナ ラズ 当初一旦 本行 ニテ融 通 シ 其後各銀行 手持 ノ分 トナ レルモ

ノ ヲモ含 ム。」(同,882頁)。

(23)同 上,880頁 。
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　 ラ

お よび 「銀行法案」 を も提 出 した(銀 行法案 のみ は可決 され た)。 処理 法案

に よれ ぽ,日 銀 よ り震災手形 の再割 引を受け てい る銀行 を救済す るため,2

億7百 万 円(前 掲 の1億 円を含む)を 限 度 と して償還期限10年 以内の公債 を発

行 して これを当該銀行 へ貸付け,震 災手形 の代 りに この公債 を担 保 として 日

銀 よ り融通 を受け させ,一 方銀行 に対 しては震災手形 債務者 との間に10年 以

内の年賦償還契約 を結 ばせ ることに した。 とにか く日銀の震災 手形 特別 融通

の うち回収不能 の もの,つ ま り1億 円は政府が補償 し,残 りの回収可能 な も

のは銀行 が10年 賦 で債務者か ら取立 て,そ れを 日銀お よび政 府へ返 済す ると

い う方法が案 出 され た。 ところが,前 述 の よ うに震災 手形 は一 部 の銀行 に集

中 していたか ら,政 府 資金 を もって特定 の政商 お よび銀行,と くに台湾銀行
く　の

を救済せ ん とす るものであ るとの非難が高 まった。 と りわ け議 会において政

府への非難 ・攻撃 が激 し く行 われ,そ の渦中の昭和2年3月14日 に東京渡辺

銀行,あ か ち貯蓄銀行が休業 し,そ の後各行 へ取 付が拡大 してい った。 この

よ うな事態 の もとで,両 法案は貴衆 両院 で厳 しい批判 を受け なが らも,3月

23日 に通 過 した。だが,台 湾銀行 救済問題 は この法案 では十分 に解 決 され な

か った ので,4月13日 に政府は台湾 銀行救済策 と して,日 銀か ら無担 保で特

別融通を行 わせ,そ れに よ り日銀が損失 を こ うむ った ときには2億 円を限度

として政 府補 償をす る とい う緊急勅 令を公布 しよ うとしたが,枢 密院におい

て否 決 された。 これが直接 の打撃 とな って台湾銀行は4月18日 に休業 を発 表

し,そ れを 口火 と してふたたび取付が激化 した。二流大銀行 であ る近 江銀行

お よび宮 内省御用金庫十五銀行 の破綻 に よって全 国的 なパ ニ ックに発 展 し,

4月21日 には 「全国各地 の取付騒 ぎ そ の極 に達 し一流二流 を問はず 全銀行
く　 ラ

に … …」 波 及 し 「金 融 界 空前 の混 乱 」 とな った 。そ こで政 府 は4月22日 に,

(24)銀 行法 は昭和2年3月29日 に公布,同 年3月1日 に施行 され た。

(25)「 震 災手形整理 法案 ノ提 出 ハ 財界整 理 ノ進 捗 ヲ目的 トシ 震 災手形所 持銀行全

部 二対 スル救 済策 タル コ ト勿論 ナ レ ドモ 所持 手形 ノ割合 ヨ リ見 テ其動機 ガ少 ク ト

モ台湾銀行救 済 ヲ主 トシテ考慮 セル モ ノナルハ推 察 二難 カ ラズ」(同 上,885頁)。

(26)「 朝 日経済年 史』昭和3年 版(朝 日新 聞社,昭 和3年),10頁 。
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平時にそ の例 をみ ない3週 間にお よぶ支払猶予 令を公布 し,全 国銀行 も2日

間の臨時休業 を行 った。 このモ ラ トリア ムお よび銀行臨時休業の心理 的効果

もあ り,ま た破綻すべ き銀行はみ な休業 して しまったので,さ しもの金 融パ

ニ ック も終 息 した。

昭和2年3-4月 の金融恐慌に おい て,全 国にわた り普通 銀行32行(台 湾

銀行 と貯蓄銀行2行 を含め る と35行)が,あ いついで休業 した(昭 和2年 中

では42行 が休業 した,第13表 参 照)。 このほか,ほ とん どすべ ての銀行が取

付け られ,各 行 とも支払準備金 の調達 に奔走 し,昭 和2年3月7日 に2億6

千万 円であった 日銀貸出は激増 して,同 年4月25日 には約21億 円に も達 し

た。昭和2年 中に休業 した普通 銀行42行 の公 称資本金別 をみ る と(第14表 ②

参 照),200万 円未 満 の ものが18行 であ ったのに対 し,200万 円以上 の銀行 は

24行 もあ り,う ち1,000万 円以上 の大銀行 が4行 もあ った。 この点におい

て,大 正期 の恐慌 以来次第に休業銀行 の規模が大 き くなって きた こと,お よ

び第1次 大戦 以来急 膨脹 を とげた非財閥系企業 とその融資大銀行 が破 綻 した

ことが示 され てい る。休業 した台湾銀行 は もちろん,そ のほか近 江,十 五,

左右 田,中 井,八 十四,中 沢,東 京 渡辺,村 井 の8行,お よびのちに昭和銀

行に 買収 された若尾,豊 国の2行 は,昭 和 元年末 において 日銀割 引震災手形
　 　

を多 く所持 していた銀行 であ る。結 局,震 災手形 の処 置に窮七 た銀行が金融

恐慌 で破綻す る ことにな った。 この よ うな事態 を招 いた原 因について,日 本

銀行 の調査資料 はつ ぎの よ うに明確 に指摘 してい る。

「其 因テ来 レル所 ヲ観 ルニ打続 ク財界 ノ不況 二依 リ手形 債務者 ノ窮状 甚 シ

ク返済能力 ノ減退 セル コ ト其 主因 ニシテ大 口債務者 タル鈴木商店 ヲ初 メ久

原関係事業,国 際汽 船,村 井 関係事業 等何 レモ震災 ノ ミナ ラズ大正九年反
　

動 ノ打撃深 ク資産状態極 度 二悪化 シ断然 タル整理 ヲ必要 トスルニ拘 ラズ荏

再 其 日ヲ糊塗 スル ノ有様 ニ シテ震災手形 ノ支払 ヲ為 ス コ トハ殆 ド不可 能 ノ

状態 ニア リ,其 他 ノ大小債務者 ト難 モ同様 ニ シテ何 レモ我 財界 ノ整理 不徹

(27)日 本 銀 行,前 掲 資 料,880-2頁 。
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底 二依ル連続的不景気 二悩 サ レ不振 ノ域 ヲ脱 スル能ハズ且 バー 億円 ノ補償

二望 ヲ嘱 セ ソ トスル傾 モナキ ニシモ アラズ斯テ震災手形 ノ決済ハ容 易 二進

捗 ヲ見ル能ハザ リシガー方銀行 ノ側 二於 テモ之 等大 口貸出先 トハ特殊 ノ因

縁 ヲ生 ジ厳重 二督促 ヲ行 ハザルハ勿論却 テ債務者 ノ懇請 二応 ジ事業 挽回 ノ

資金 ヲ追加融通 スル如 キ有様 ナ レバ 回収 ノ捗 々 シカラザ リシバ素 ヨ リ当然

ニ シテ銀行 ノ貸 出金固定ハ愈 々甚 シカ リシガ銀行当事 者モ亦其債務 者 ト同

様徒 ラニ財界好転 ヲ夢 ミテ整理 ノ挙 二出デズ専 ラー 日ノ安 キ ヲ貧 リ全 ク回

収 不能 ナル債権 ヲモ資産 二計上 シ以テ無理 ナル配当 ヲ続 ケ兎モ角モ表面 ヲ
く　 　

弥 縫 シ来 レ リ。」

この よ うに不良資産 を抱 えていた不良銀行が金 融恐 慌に よってほ とん ど倒

れ たあ とで,政 府 は普通銀行 の支払準備金供給 を名 目として 「日本銀行特別
く　 　

融通及損失補償法」(補 償限度5億 円)を,ま た台湾銀行救済のため 「台湾 ノ

金融機関 二関 スル法律」(損 失補 償限度2億 円)を 特別議会に提 出 して可 決

され た。す でに恐慌過程で議会を通過 した銀行 法 とともに,こ の特別融通 に

よる救済 が実施 され,さ らに銀行検査制度の強 化(後 述)が 行 われたが,こ

の三 つの措置はわが 国普通銀行,と くに地方銀行制度の整備 お よび銀行合 同

の うえで大 きな役割 を果 たす ことになった。

2.政 府 の銀行合 同促進策

(1)銀 行検査制度の拡充 ・強化,そ の他

(28)日 本銀行,前 掲資料,883頁 。

(29)こ の法律に よる日本銀行特別融通の概要はつ ぎのとお りである。① 融通対象

は 「現 二預金 ノ払戻停止中二非ザル銀行」 と 「現 二預金 ノ払戻停止中 ノ銀行 ニシ

テ将来営業継続 ノ見込アルモ ノ」。 ② 融通の目的は預金支払準備の資金を供給す

ること。 ③ 融通実施期間は昭和3年5月8日 まで(1年 間)。 ④ 特融返済期間は

10年以内。⑤ 政府 の日銀に対する損失補償額は5億 円以内。
'日 本銀行は この期の救済融資 として,震 災手形に対する特別融通(日 銀部内で

は別 口割 引手形 と称す),金 融恐慌対策 としての普通銀行への特別融通(第 二別 口

割引手形),お よび台湾銀行へ の特別融通(第 三別 口割引手形)を 実施 したことに

なる(日 本銀行.前 掲資料,955頁)。
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政府は金融制 度調査会 の審議過 程において銀行検査制度の拡充 ・強化 を考

慮 していたが,金 融恐慌 に よる破綻銀行続 出の状態 を見て,い よい よそ の必

要性を痛感 した。そ こで政府は昭和2年5.月24日 に勅令第22号 に よ り大蔵省

銀行局内に 「……新 らたに検査課 を設置 して,専 任の銀行検査官十八 名 〔従

来は6名 〕,同 検査官補 五十四 名 〔新任 〕を置 くことxし,全 国を五 区に分
(30)

って各 自の分担を定 む る方針 とした 。」 この検査制 度の拡充 は画期的 な もの

であ って,そ の重点 は銀行法に よる無 資格銀行の特別検査 お よび 「不良銀行
ゆ 　

に対す る特殊検 査」 に置かれ ていた。検査官お よび検 査官補 の増加 ・新任に

よ り,銀 行 の実地検 査が瀕繁に行われ ることに なった。そ して検査を徹底 さ

せ るため,各 地方長 官,日 銀 ・勧銀 ・農工銀行 等に も協力 させ ることに なっ

た。昭和2年8-9月 に検 査官 は実地検査 のため各地に派遣 されたが,そ の

際大蔵省は合同勧奨 に関す る具体的方針を授 けた。 この方針は,わ が国銀行

合同史上において画期的 な意義を もつ ものであ り,そ の要点はつ ぎの とお り

であ る。

「(→其 の府 県の中心 となるべ き一,二 行あ る場 合には多数 の銀行 を之 に合

同せ しむ ること

⇔若 し斯か る銀行 無 くして之 を新設す ること容易 なる場合には之 を設け

て合 同せ しむ ること

⇔ 是等が困難 な る場合には先 づ 以て其の府 県内に於け る同一 地方の銀行

を合同せ しめ,各 地に於いて合同成 立 した る後,更 に各 地方の ものを
..● ・(32)

一
,二 の数 に 合 同せ しむ る こ と」 〔㊧,㈲ は省 略,力 点 は 引用 者 〕

この根 本 方針 は,そ の後 の地 方銀 行 合 同 方 針 と して,昭 和20年 代 に まで お よ

ん で お り,こ の時 期(昭 和2年S-一 一9月)に 「一 県一 行 主 義」 が 開始 され た

こ との 有 力 な証 拠 の一 つ とな って い る(こ の点 に つ い ては 第6章 を参 照)。

(30)金 融研 究会,前 掲書,232頁 。

(31)「 銀行通 信録 」第498号(昭 和2年7月),65頁 。

(32)金 融研究会,前 掲書,232頁 。
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政府は銀行検査官を派遣す るとと もに,昭 和2年9月26日 に大蔵次官 の名

を もって各地方長官宛に,銀 行 合同に際 し特 に不良資産 の整理 ・償却に注 意
(33)

す る旨の通牒を発 した。銀行 合同を不良資産整理 の好機 として利用す る とい

う方針は,す でに大正13年 以来採用 され ていたが,こ の時期 には合同参加銀

行 の不良 資産 整理 を厳重 に行わせ る ことに なった(し か し,そ の実績は政府

の意図す る ようにはな らなか った)。 この地方長官に対す る督励 と,さ きの

銀行 検査官へ の指示 とは銀行 合 同を大いに促進す る効果 を もっていた。金融

恐 慌 とそれ に引続 く昭和恐慌期 では,大 多数 の地方銀行は検査 を受けれぽ,

不良資産 を抱 えてい る ことが発見 され た。そ こで大蔵当局 お よび地方当局に

よる合 同勧奨が行 われ る ことにな った。銀行 検査に よ り地方銀行 経営の弱点

を確実につかんで,そ れを証拠 と して合 同をなかぽ強制 す る とい う手段 が し
(34)

ば しば とられ た。

このほか,日 銀に よる普通銀行 へ の特別融通 も合同促 進に利用 された。 こ

の特融は昭和2年5月11日 よ り実施 されたが,そ の実績は 同年6月 末に56百

万 円,同 年末に181百 万 円に とどま り,こ の措 置がね らい と した 「支払延期

令 ノ期 間満了後 二於 ケル銀行 ノ預金 支払準備金 ヲ充実 セ シメ以テ恐慌 ノ再 来
(35)

ヲ防止 ……」す るため の手段 と して よ りも,む しろ合同促進 の手段 と して用
(36)

い られた面があ る。 これ を裏書 きす るかの よ うに,特 融 は翌昭和3年4月 下

(33)「 従来稽 々もすれば 合同の機 会に於いて 不良資産 を十分鎗却整理せ ざりし為

め後 日に累を胎 し合同後 の成績思は しか らざる実例有之様見受け られ右は甚だ遺

憾 の儀なるも銀行の合同は資産の整理に も好機会を与ふ るものなるに付合同の際

其の形式方法の如何に 不拘各参加銀行 の 資産の整理を厳重に 行は しむる様 致度

候」(金融研究会,前 掲書,235頁)。

(34)元 銀行検壷官原邦道氏はつ ぎのよ うに述べている。 「…… 〔銀行〕検着を励

行すれば,ま ず多 くの銀行は大概不良貸 もあ りますか ら,こ れではいけないか ら,

あの銀行 と合同 しなさい,そ れでなければこの整理を単独でいかに処理する積 り

か と詰問 したものです。 これがだんだん行き過 ぎて,合 併 さえさせ たら事終れ り

とい う傾向もないではあ りませんで した。」(原 邦道 「昭和金融恐慌 の教えるも
の』,全 国地方銀行協会 ・銀行叢書,No・75,昭 和33年,91頁)。

(35)大 蔵大臣 より日本銀行宛の特融法に関する秘令第40号(昭 和2年5月9日 付)

より(日 本銀行、前掲資料,962頁)。

(36)原,前 掲=書,91-2頁 。
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(37)

旬 よ り激 増 し,そ の最 終 日で あ る5月8日 に は687百 万 円 とな った 。 金 融恐

慌 時 の よ うな極 端 な取 付 は,そ の後 に は 見 られ なか った か ら,「 支 払準 備 二
(38)

充 ツル為資金融通 ノ請求 ア リタル場合……」 以外 に,多 額 の特融が行 われ た

ことにな る。元銀行 検査官原邦道 氏に よれ ぽ,特 融が預金支払準備 のために

は長す ぎる1年 間に もわた って行われ た ことが,特 融の濫用一 す なわ ち合
(39)

同促 進手段 として の利用 を招 いた原 因であった。そ して特融 を 「……合

併 の好餌に利用 とい うか,濫 用 とい うべ きか,と にか く利 息は安 くて償還 期

間 もなが く,担 保 も寛大 な点か ら,合 併 した らど うだ,検 査の結果 では不良

貸 も大分 あ る,必 要 な らぽ特融を してや る,端 的に 申せ ばあ る程度,償 却は

特融 の利鞘 でや らせ る。冷 静に考 えれば特融の堕 落です が,合 併 の懲悪には

極 めて便利 な武器であ りました。左手に コー ラ ソ,右 手 に剣 とい う言葉 があ

ります が,左 に特融,右 に 〔銀行 〕検査 とい う態度で臨んだ といわれ て も弁
　 ラ

解の辞はなか った よ うです 。」 とい う状態 にな った。 確 かに特融には この よ

うな機能 があった とみ て よいが,し か し特融 を 受け ていたのは88行 であ る

か ら,特 融を好餌 に直接合同を勧 奨 され た範 囲は あま り広い ものではなか っ

た。 この よ うに大蔵省に よる銀行 検査,地 方長官 お よび 日銀特融 を通 じての
(41)

合同勧奨 は,非 常に大 きい効果 をあげたが,さ らに広範かつ強 力に合 同運動

を推 進 させ た ものは,銀 行法に よる無資格 銀行 の整理 であ った。

② 銀行法による無資格銀行の整理

(37)日 本銀 行,前 掲 資料,1034頁 。

(38)日 本銀行 特別融通及損失 補償法,第 一 条第一項 よ り。

(39)「 この期 間 〔1年 間〕 が預金支払 のため の融 資 と しては,余 りに悠 長で なが過

ぎなgで,こ れが後になって 預金支払資金 とい う本来の 目的か ら逸脱 して,銀 行

整理資金の性格に変った原因であ ります。」(原,前 掲書,71頁,力 点は引用者)。

(40)原,前 掲書,91-2頁 。

(41)日 本銀行は昭和3年6月 に特別融通整理部を設置(同12年9月 廃止)す ると

ともに,取 引先銀行および 代理店引受銀行 の財産 と営業状態を検査するため昭和
3年5月 に考査部を設置 した。 これ以後,日 銀は大蔵省 と協力 して銀行検査を積

極的に行い,合 同の勧奨に努めることになった(『 日本銀行八十年史」同行,昭

和37年,218頁)。
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新銀行 法におけ る最低 資本金額 の規定は,と くに銀行 合同に対 して強力 な

影響 を与 えた。銀行法 の規定 では,銀 行 はす べて株式組織 と し,公 称 資本金

は東京 ・大阪に本店 または支店 を有す る銀行 では200万 円以上,そ の他 の都

市 の銀行 では100万 円以上,と くに人 口1万 未 満の地 に本店 を有す る銀行 で

は50万 円以上 と定 め られ た。 この最低資本金額 に達 しない銀行お よび株 式組

織 以外の銀行 は,昭 和7年 末 まで の5力 年 間に,資 本金額 の引上 げ,ま たは

組織変 更をす る必要にせ まられた。 これ らの銀行は 「無 資格銀行 」 と呼ばれ

たが,そ の数 は昭和3年1月1日 現在で617行 に も達 し,実 に全 国普通銀行

1,283行 の半数 にお よんでいた(第22表 参 照,た だ し別 の資料では無資格銀

くる　ラ

行数は631行 とな ってい る,第23表 を も参 照)。 政府 が この規定を設けた理

由は,普 通 銀行 の資本金額 を大 き くす ることに よって弱小銀行 を銀行 組織 か

第22表 銀行法 に よる無資格 銀行 の内訳(昭和3年1月1日 現在)

区 分 1行 数

東京市 または大阪市に本店 または支店を有する銀行に して 資本金200
万円未満のもの

銀行法施行後5力 年間に資本金100万 円以上 となすことを要するもの

人 口1万 未満の地に本店を有する銀行に して資本金50万 円未満のもの

合名,合 資 または個人銀行に して組織変更を要す るもの

合 十曇
口

56(8)

188(22)

372(36)

1(一)

617(66)

備考:(1)カ ッコ内の行数は,う ち資本金 の 引上げ とともに組織変更 を 要す るも

のo

(2)第23表 の計数 と一 致 しない。 なお 日本銀行調 査局 『日本金融史年表』

(同行,昭 和36年)で も,無 資格 銀行は617行 となってい る(82頁)。

資料:金 融 研究会,前 掲書,227頁 。

(42)な お別の資料に よると 「……無資格銀行は 〔銀行法〕公布時に於いて千二百

八十三行中八百九行,施 行時に千三十一行中六百十七行を数え 〔た〕……」(『常

陽銀行二十年史」同行,昭 和30年,288頁)。
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/ 第23表 銀行法に よる無資格銀行 の整理状況(昭 和3-7年)

(公称資本金の単位 ・千円)

整 理 の 形 態 昭和3年 昭和4年i昭 和5年1昭 和6年1昭和7年 合 計 百分比
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(22,908)

41
(7,499)

5
(1,970)

19
(4.614)

6
(1,935)

16
(4,905)

4
(1,740)

3
(650)

1
(1,500)

(一)

186

(47,721)

50
(11.313)

23
(4,180)

1
(270)

22
(3,820)

11
(1,605)

5
(1,275)

(一)

2
(1,700)

(一)

(一)

114

(24,163)

31
(5,92Q)
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原註:ee印 の解 散行数 中には,猶 予期 限到 達 のため 自然 消滅 となれ る3行 を含 む。

備 考:第22表 の計数 とは一 致 しない。

資料:小 宮陽 「所 謂一県一 行主 義の原 理」,『全 国地 方銀行協 会 々報 」第2号(昭 和

12年5月),11頁 。

(43)

ら排除 し,過 当競争 を避けて金融 パニ ックの再現を防止す ることに あった。

この立法の趣 旨か ら当然 の ことなが ら,政 府 は無資格銀行 に銀行法 の規定

(43)政 府が議会に提 出した銀行法案の理 由書では,資 本金法定に関 して つぎのよ

うに述べ られている。「普通銀行の資本金に付ては,旧 銀行条例に於いて何等の制

限を設けざ りしも,資 本薄弱なるときは金融界の動揺に堪ふるの力乏 しく,勢 ひ

信用授受の機関たるの職責を全 うする能はざゐの憾あ り。 ……普通銀行に対 して

其の最低資本金を法定するときは,間 接に之が存在数を 制限す るの結果 とな り,

多数銀行の騨立に因る不当競争 の弊を除 くことを得べ し。」(高 橋亀吉 『日本金融

論J車 洋経済出版部・昭和6年,75-一"6耳)9
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を適用す るにあたって,単 独 で増資 して適法資格 を獲得す ることを認めず,
ロの

極力合同に よって整理す る方針を とった。その結果,第23表 に示 され る よ う

に,法 定猶予期限 の昭和7年 末 までに,無 資格銀行 の半数 以上の340行(総

数 の54%)が 合併 または買収,つ ま り合 同に よって整理 された。そのほか解

散 ・業務停止 な どで廃業 した ものは241行(38%)で あ り,単 独増 資 した も

のは50行(18%)に とどまった。単独増 資が相当 にあったのは,有 力地方銀行
くくの

の運動 に よ り大蔵省 も昭和6年2月 以降に単独増 資を認めたか らであ る(し

たが って,単 独増 資は昭和6年 と7年 の2力 年 だけで44行 を数 えた)。

この よ うに して無資格銀行 を中心 とす る弱小銀行 は一 掃 され,普 通銀行数

は昭和2年 末 の1,283行 か ら昭和7年 末 の538行 へ と 半減 した(第16表 参

照)。 銀行法に よる資本金額法定 の措 置は,こ の よ うに銀行合 同の促進 の面

で決定的 な力を発揮 した。 もちろん,そ のほか金融恐慌以後 の地方銀行経営

の面 に も合 同に参加せ ざるをえない 要 因 もあったが(後 述 す る),と りわけ

へ

銀行 法に よる強制 の効果は大 きか った。だか ら東京商工会議所 の調査資料 も

「……昭和二年恐慌後に於け る合同は主 と して 〔不良資産 〕整理 のために行

はれたが,然 し乍 ら之 と同時に新銀 行法に適応す るために増 資達成 の手段 と

くるの

して行 はれ た こ と も亦 注 目す べ き事 で あ る。」 と述 べ て い る。

3.昭 和恐慌期の地方銀行経営悪化

(44)「 大 蔵省銀行 局では 将来 におけ る 銀行合 同促進策講 究 中の所,大 体 次 の方針

を採 ることに決定 した。 ……将来法定 資本額(新 銀行法 の)に 増資せ ん とす る銀

行に対 しては 出来 る限 り他行 との合併に よって 其 目的 を達成 せ しめ,単 独増資 は

事 実上認 め ざる方針 を採 る」 と報 道 され た(「 時事新 報」昭和5年3月3日,r昭

和財政史 』第X巻J115頁 よ り)。

さ きの原氏 も 「……大蔵 省 と しては,単 独の増資 は原則 として許 さない。 必 ず

二,三 行 合同 しなけれ ば 認 めない方 針 を と りま した。」 と述べ てい る(原,前 掲

書,go頁)。

(45)金 融 研究会,前 掲書,228頁 。 また 「昭和財政 史」第X巻,115,312-3頁 を

も参照せ よ。

(46)東 京商工会議 所 「殺 国銀行 の合 同問騨』(同 所,昭 和5年),158頁 。
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前 節で述べ た とお り銀行 法 の規制 お よび銀行検査 な どを手段 とす る当局の

合同勧奨 は まことに強力であ ったが,一 方地方銀行側に も合同に参加す る誘
ノ

因が存在 した。 この節 では,地 方銀行側 の合 同要因をみてお きたい。

第24表 が示す よ うに,昭 和2年 中に金融恐慌が原因で七大銀行 の預金は5

億 円の増加 とな り,休 業銀行 ・そ の他銀行 の預金は約10億 円の減少 となった

と推定 され る。同年 中におけ る信託会社 の金銭 信託 と郵 便貯金 の増加額合計

6億4千 万 円の うち,恐 慌 に よる増加推 定額は約5億 円であったか ら,休 業

銀行 と中小銀行 の預金は大銀行預金 と金銭信託 ・郵便貯金に吸収 されて しま
　　

った と推定 で きる。地方銀行 か らの預金流 出は金融恐慌後 も続 き,昭 和8年

まで地 方銀行 の預金は減少 してい った。 また地方銀行 の貸出 も昭和2--9年

にわ たって減少 した(第25表 参 照)。 これに対 して,五 大銀行 の預金 は昭和

5-一一6年 に減少 しただけで,ま た貸出 も昭和3年,5年 にわずかに減少 をみ

せ たにす ぎず,地 方銀行 の預貸金 の動 向 とは対照的であ った。

うえに述べた地方銀行 預金 の減 少を もた らした原因 と しては,地 方銀行に

対す る不信に よる預金流 出だけ でな く,地 方銀行 の主要取 引先 である問屋,

第24表 全 国普通銀行預金 の移動状況(昭 和2年 中)(単 位 ・百万円)

昭禾蔚 末 昭樒 劉(
A一説 麟 楚 箔慌二騒

七 大 銀 行 預 金

昭和2年 中休業セ
ル 銀 行 ノ 預 金

其他 ノ銀 行預金

合 計

2.769

822

5,587

9,178

3,435

聾592

5,000

9,027

666

△230

△587

△151

160

240

400

506

△230

△827

△551

原註:七 大銀行 トハ第一,三 井,三 菱,安 田,住 友,三 十四,山 ロノ七銀行 ヲ指称ス

昭和2年 中休業銀行預金ハ当局 〔日本銀行調査局〕調 二拠ル
骨大蔵省調休業当時預金

備考:△ は減少を示す。

資料:日 本銀行調奎局 「関東震災 ヨリ昭和二年金融恐慌二至ル我財界」(昭和8年).

「日本金融史資料」明治大正編,第22巻(大 蔵省印刷局,昭 和33年),1058頁 。

(47)日 本郷 ・前 掲資料 ・1059興
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第25表 普 通 銀 行 の 主 要 勘 定

行

別
銀
種

五

大

銀

行

地

方

銀

行

年 末

大 正13年

14

昭和1

2

3

4

5

6

7

大正13年

14

昭和1

2

3

4

5

6

7

込
金

　

本

A(

払
資

283

283

283

290

290

323

323

323

323

1.225

1,218

1,214

1,192

1,090

1,060

974

926

895

積 立 金

(B)
あ

183(64.7)

200(70.7)

212(74.9)

232(80.0)

247(85.2)

263(81.4)

266(82.4)

235(72.8)

244(75.5)

404(33.0)

429(35.2)

453(37.3)

399(33.5)

344(31.6)

340(32.1)

322(33.1)

300(32.4)

286(32.O)

預 金

残 高陣 減

2,007

2,106

2,233

2,817

3,129

3,209

3.187

3,169

3,430

6,088

6,624

6,948

6,212

6,203

6,085

5,550

5,099

4,888

99

127

584

312

80

△22

△18

261

62

36

24

36

9

18

35

51

H

　

ヨ

　
ワ

ワ
げ

　

ヨ

　

　

△

△

△

△

△

△

出

残 司 増 減

1,564

1.628

1,800

1,954

1,934

2,013

2,009

2,062

2,072

6,729

7,216

7,434

6,242

5,613

5,236

4,806

4,529

4,208

64

172

154

△20

79

△4

53

10

84

87

18

92

29

77

30

77

21

2

4

2

1

6

3

4

2

3

L△

△

△

△

△

△

備考:(1)第1次 支払準備中には,① 現金,地 金銀,日 銀へ の預け金および郵便振

許所有国債を含む。

② 第2次 支払準備には,① 日銀以外の銀行への債権 ②国債以外 の所有有

(3)カ ッコ内の比率 の うち,B欄 は払込資本金に対する積立金の比率(B/A),

率(F/C)で ある。

(4)五 大 銀行 とは,三 井.三 菱,住 友,第 一・,安田の5銀 行(以 下同 じ)。

資料:(1)支 払準備に関するものを除 き,五 大銀行 の計数は 「銀行局年報」(た だ

地方銀行の計数は土屋喬雄監修 「地方銀行小史」(全 国地方銀行協会,昭

(2)支 払準備に関するものは 「銀行局年報」(た だ し,金 融研究会,前 掲書,

もの)。

中小企業 の経営不振 もそ の一 つ と してあげ られ る。 さきに引用 した よ うに,
'

金融恐慌 で破綻 した都 市二流銀 行は,第1次 大戦後 の反動恐慌 の痛手を回復

できなか った ことが原因で休業 したが,地 方銀行の場 合に も同 じよ うな事態

が多 く見 られた。打 緯 く不潟 の うえに,さ らに金融恐 慌お よびモ ラ トリアA
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お よ び 支 払 準 備(大 正13一 昭和7年)(単 位 ・百万円)

券証価有

減増高残

565

635

641

0001

3121

3581

2791

1891

2921

3181

4211

5541

5901

9711

9651

8471

7391

6491

△30

6

359

312

46

△79

△90

103

128

103

133

36

381

△6

△118

△108

ノム90

預金及び
対外債務

(C)

3502

8942

1723

2433

2133

1913

4583

0808

2787

9697

5697

9966

2976

5993

次
備準

)

2

E

払

(

第
支

次
備準

)

1

D

払

(

第
支

%
一(一)

一(一)

654(278)

1,008(348)

947(298)

925(285)

903(281)

799(250)

1,051(30.3)

%
一(一)

一(一)

628(174)

713(157)

1,118(256)

1,125(252)

1,050(235)

970(224)

1,024(216)

一(一)

一(一)

1412(17.5)

1200(16.5)

1568(197)

1507(199)

1320(189)

1018(162)

1122(187)

一(一)

一(一)

2117(262)

1982(272)

2327(292)

2194(290)

1950(279)

1950(310)

1823(304)

支払準備合計

(F==D+E)
%

一(一)

一(一)

1283(452)

1721(505)

2066(554)

2051(537)

1953(516)

1770(474)

2075(519)

一(一)

一(一)

529(437)3

3182(437)

894(489)3

3700(489)

3271(468)

967(47ユ)2

2945(491)

替貯金,② 日銀以外 の銀行へ の預け金,コ ール ・ローソおよび銀行引受手形,③ 手

価証券,③ 割引手形を含む。

D欄 は第1次 支払準備率(D/C),E欄 は第2次 支払準備率(E/C),F欄 は支払準備

し大正13一 昭和1年 は各行行史,昭 和5-7年 は 日本銀行 「本邦経済統計』)よ り,

和36年),付 属統計 よ り。

138-9頁 より再引用,地 方銀行分は全国普通銀行の計数 より五大銀行分を差 引いた

実施 に よ り,主 要 な地方 産業であ る各種織物業界,製 糸業界は昭和2年4-
(48)

5月 に10日 間か ら1ヵ 月程度 の休業 を行 った。そ の後 も地方経済界 は依然 と

して沈滞 していたが,昭 和4年 ニ ューヨーク市場 に端 を発 した 糸価暴落,昭

(48)∫ 朝 日経済年 卑』昭和3年 板 ・404頁9
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和5年 の米価暴落に よ り,製 糸 。織物業 の不況 を中心 に して一層深刻 な不況

が襲来 した。その うえ昭和6年 には東北 地方,北 海道 の凶作 の影 響 もあ って

地方経 済界は不振 の どん底におちい った。 この よ うな生糸恐 慌,農 業恐慌 は

地方銀行 の動揺を招 き,と くに昭和5年10月 以降,地 方銀行で休業す る もの

が続 出 し,長 野県の信濃銀行,栃 木県 の下 野中央銀行の よ うな大銀行 まで休

業 し,甲 信越 地方,東 北地方では銀行休業 が と りわけ多 か った。そ して第14

表(2)に示 されてい る よ うに,昭 和7年4月 現在で開店休業 状態 の銀行が56行

に もお よぶほ どで,地 方銀行界 の不振は 目をお おわ しめ る ものが あった。地

方銀 行は頻発す る取付 に備 え るため支払準備 を厚 くし(表 示 しなかったが,

預金に対す る現金 ・預け金比率 は8-10%で,五 大銀行 とあ ま り違わなか っ

た),ま た貸 出について も融資先や担保を選別 したが,滞 貸は増 大 した。地 方

産業 の不振 に よる荷 動 きが減少 したため,地 方銀行 の手形割 引は減少 し,貸

付厳選 の政策 とあい まって貸出は大 幅減 少 とな った。 しか も優 良貸付先 が な

いため預金は減少 しなが ら,一 方では遊資が生ず る とい う変 則的 な事態 とな

った 。五大銀行では預金増加に よって生 じた遊 資 を国債 ・社債 の買入れに あ

て,有 価証券投 資を増大 させたが,地 方銀行 は預金減 少を防止す るため預金
くる　ユ

金利 を高 くしたので,低 利 の有価証 券投 資を行 うことは困難 であ った。第26

表にみ るよ うに,昭 和6年 下期 では地方銀行 の預金 コス ト(5.68%)の 方が

証券利 回(5.65%)よ りも大 き く,逆 鞘 にな っていた。そ れに多数 の弱小 銀

行 は大 口預金に特利 をつけていたか ら,預 金 コス トを低下 させ ることは 困難

であ った。 したが って地方銀行 は減 少 してい く預金 をなるべ く有利に運 用す

るため,不 動産担 保貸付 に向わ ざ るをえなか った。

(49)た とえば,宮 城県 の七十七銀行は預金争奪競争 の必要上か ら,つ ぎのよ うに

特利をつけていた。 「昭和5,6年 頃は預金利率を人に よって上げ下げ しましたが

最高は年8分3厘 で した。 利率は人によってかげん しないと他に預金を持 って行

かれる訳で苦労 しました。 昭和6年 頃 が 最高 で した。」(「 七十七年史』同行,

昭和29年,426頁)。 また 「……地 主預金に対する利子の支払は相当大 き く,預 金

争奪のため.時 に利息は8分 ない し8分5厘 まで競上げたことがあった程であっ

たp」(同 上,402耳)?.
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第26表 普 通 銀 行 の預 金 コス トお よび利 鞘(昭 和6-10年)(単 位 ・%)

銀行
種別

シ

ン
ジ

ケ
ー

ト
銀
行

そ
の
他

の
銀
行

年 次

昭和6年 下期

7

8

9

10

昭和6年 下期

7

8

9

10

預金平均
利 率

3.61

3.79

3.29

3.05

3.07

3.94

3.94

3,64

3.28

3.20

経費率

1.20

1.11

1.11

0.98

0.94

1.74'

1.62

1.49

1.41

1.33

金

ト

)
ス

A

預

コ
(

4.81

4。90

4.40

4.03

4.01

5.68

5,56

5.13

4.69

4,53

貸出平均
利 率

(B)

5.15

5.26

5.17

4.44

4.45

6.05

5.93

5.83

5.53

5.36

貸出利鞘

(B-A)

0.34

0.36

0.77

0.41

0.44

0.37

0.37

0.70

0.84

0.83

証券利回

(C)

5.45

5.62

5.28

4.83

4.66

5.65

5.67

5.14

5.07

4,90

証券利回利 鞘

(C-A)

0.64・

0.72

0.88

0.80

0.65

一 〇 .03

0.n

O.01

0.38

0,37

備考:(1)日 本銀行考査部調べ。

② 預金は期中平均額,他 はそれぞれ両期末の平均額を基本額 とする。

(3)原 表には,昭 和7-10年 の各上期の計数 も記載 されているが,省 略 した。

資料:日 本銀行調査局特別調査室 「満州事変以後 の財政金融史』(同 行,昭 和23

年),付 属統計表1の17,18表 。

地方銀行の不動産担保貸付 は第1次 犬戦後以降 増加してきたが,昭 和惑

慌 過 程 で も増 大 して いた 。 全 国普 通 銀行 の計 数 でみ て も,昭 和3--5年 が 一

つ の ピー ク とな っ て い る(第20表 参 照)。 特 に地 方銀 行 の なか には,昭 和 恐

慌 期 に は 全貸 付 額 の60--70%を 不 動 産 担 保貸 付 で 占め る もの さえ相 当 に あ っ
(50)

た。 また不動産 担保貸付状況 を 銀行 の規模 別でみ ると(第27表 参 照),小

規模銀行 ほ ど不動産担 保貸付が多 くなっていた(自 己 資本300万 円未 満 では

貸付 の40--50%tzeあ た る)。 地 方銀行が この よ うに不動 産担 保貸付に偏 った

融 資態 度を とった のは,担 保 と しての不動産 の相対的安全性 とこの種 貸付 の

高利率(昭 和5-6年 では9・6%)に よる ものであった。 しか しなが ら不動

産担保 貸付 は ど うして も滞 りが ちで あって,不 況 の ときには不 良資産 に転 化

(50)「 常陽銀行 二十年史 」(同 行,昭 和30年),186頁;「 百十 四銀行八十年 誌」

(同 行,昭 和34年),541,607頁;「 岩 手殖 産銀行 二十五年史 」(岩 手銀行,昭 和36

午)・460-1耳;七 十七銀行 「七十七年 史』(戸 行 ・昭 和29年)・408頁 を参照q
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第27表 普 通銀行の不 動産 担保貸付状況(昭 和10年末)

自己資本による銀行 の規模別

50万 円 以 下

50～100万 円

100～300万 円

300～500万 円

500～1,000万 円

1,COO～5,000万 円

5,000万 円 以 上

不 動 担 ・ の
貸出総額に対 する比率

%
9

1

0

10

7

5

3

4

4

4
・

2

2

1

鰹 額に対する蘇
%

Q
/

Q
/

0
/

0

0

3

2

4∠

2

2

11

2

備考:不 動産担保貸付には船舶担保貸付を含む。

資料:小 宮,前 掲論文,34-5頁 。

す る危険 が特 に大 きか った。地方銀行 も不動 産担保貸付 を好 ま しい と してい

た わけではないが,新 規貸付は控 えて も,貸 付 金の増 し担保 と して,ま たは

延滞 金を貸付 金に振 替え る際 の担保 として も,不 動 産を と らざるをえなか っ
(51)

たか ら,不 動産担保貸付は増大 してきたのであ る。

政府当局 もこの状態 を改 め させ る必要 を感 じ,第7回 金融制 度調査会本 会

議(昭 和5年12月23日)に おいて,不 動産担保貸付を原則 として銀行 の 自己
(52)

資本の範囲内に制限するよう指導することを再確認した。不動産担保貸付固

定化に対して,今 回も名古屋の中央銀行会が昭和2年4月 にその資金化を提
(53)(54)

唱 し,全 国商工 会議所連合会 も政府 に対 し同一趣 旨の請願を行 った。そ こで

(51)日 本勧業銀行 の調査に よる と,昭 和5年 当時 の山梨県に おけ る不動産担保 貸

付 の状況はつ ぎの よ うにな っていた。

「普 通銀行 二於 テハサ ナキ タニ 資金固定 ノ傾 向アル ニ 前述 ノ如 キ農村 ノ現状 ナ レ

ハ不動産担保 貸付ハ 極力差控 へ居 ル モ ノノ如 シ 只其 ノ数字 明ナ ラサ レ トモ県 当局

ノ語 ル所 二依 レハ此 ノ種 貸付金額 ハ 増加 シ ッツア リコ レヲ 主 トシテ左 ノニ ツノ原

因 二基 クモ ノ ト認 メラ レル

A旧 貸付 金 二対 スル担保物 件 ノ価格 力減 少 シタル タ メ増担保 ヲ徴 シ或 ハ固定 セ

ル信用貸付 ヲ債権確 保 ノタメ有抵 当貸付 ト変更 ジタル コ ト

B延 滞金 ヲ貸付金 二振 替へ 又 ハ整 理 ノタメ ノ貸増 ヲ行 ヘル コ ト」(日 本勧業銀

行調 査課 『財 界不況が農…村 に及ぼ した る影 響』 同行,昭 和6年,239頁 。)

(52)「 日本金融史資料 」 明治大 正編,第18巻,497頁 。 なお注(18)を 参照せ よ。

(53)「 銀行通信録 」第495号(昭 和2年5月),615頁 。

(54)「 日本勧業銀行卑 」(同 行,昭 和28年),503頁 。
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政府 も昭和6年3月 に抵当証券法を公布 し(同 年8月 施 行),同 時に勧業 銀

行 法 ・農工銀行 法 ・拓銀法を改正 し,さ らに7年9月 に不動産融 資及損 失補

償法を公布 して(10月 施 行),不 動産貸付 を流動化す る措置 を講 じた。実 に

大 正6年 、以来 の地 方銀行 の念願がか なったわけだが,こ れ らの法的措置は,

不動産銀行に よる不動 産担保債権 の肩替 り以外 には,ほ とん ど実際の効果 を
く　ラ

あげなか った。

地方財界は昭和期 にはい ってか ら長期 の不況過程にあ ったか ら,不 動産担

保貸付 の多 くは不 良債権化 し,地 方銀行 の収益状況は悪化 していた。第28表

の よ うに,地 方銀行 の純益率 は大正13-15年 では五大銀行 に比べ,そ れ ほ ど

遜色が なか ったが,昭 和2年 か ら急激に低下 してい る。五大銀行 の場 合には,

コス トの安い預金を集め ることが で き,そ の うえ積立金 も巨額 に達 していた

か ら(払 込資本金の80%程 度,第25表 参照,こ の部分はほ とん ど コス トがか

か らない),全 体 として低 コス トの資金 を 運用す ることがで きた。 しか も昭

和恐 慌過程では地方銀行 は預金支払準備 を多 くす る必要 もあ り(そ れで も地

方銀行 では第1次 支払準備は少 なか った,第25表 参 照),従 来 の よ うに高利 回

の運用 は不可能 となっていた し,前 述 の よ うに貸付 では不動産担 保貸付やそ

の他 不良債権が多か ったので,地 方銀行 の純 益率 は低 くなっていた。地方銀

行 が この よ うな低収益 の経営状態 か ら脱す るためには,不 良資産 主 とし

て不動産担 保貸付一 を整理 して銀行 の基礎 を固め,そ れ に よって顧客 の信

頼 を高 めて預金 を増加 させ る必要があ った 。そ の際,不 動産銀行に よる不動

産債権 の肩替 りな どの手段 は実 効を示 さない とすれ ば,地 方銀行が と りうる

(55)『 日本勧業銀行史」(同 行,昭 和28年,509頁)。 不動産抵当証券交付の手続 き

が複雑で,そ の流通の保証がないこと,地 方銀行が債務者か ら抵 当証券発行 の特

約をとること自体が地方銀行の信用を落す おそれがあったことな どが,抵 当証券

発行を少な くした。 また地方銀行の不動産担保債権の うち,不 動産銀行が肩替 り

できる優良なものは少な く,不 動産銀行が肩替 りできるような貸付を受けている

債務者は地方銀行にとっても上得意であって,肩 替 りして もらうと上得意 との関

係が切れて しまう結果になるか ら,不 動産銀行による肩替 りもあまり実行 されな

か った(同,509,582頁)。 この ような事情は第1次 大戦後の肩替 りの際に も,そ
の阻止的要因となった(前 章 の注(12)を 参照)。

＼
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手段 と しては合同 しなか った。 とい うのは,地 方銀行 が単 独で不良資産 を償

却 す るには,積 立金 を取崩す ぐらいでは間に合わ なか ったので,減 資をす る

必 要があったが,減 資をす ることは取付 を招 き,命 取 りにな る危険 があ った

か らであ る。 ここに地方銀行 の側か らも合 同運 動に参 加す る理由があ った。

第28表 普 通 銀 行 の純 益 金 お よび純 益 率(大 正13一 昭和7年)

(単位 ・百万円)

年末また

は 年 間

大正13年

14

昭和1

2

3

4

5

6

7

全 国 普 通 銀 行 五 大 銀 行

払 込資
本金

(A)

純益金

(B)

純損金

(C)

盤鷲
比率

(D/A)
%

17.8

込
醗

助

払
資

(

純益金

(F)

比率

(F/E)
%

21.661

瞭毒
資 本金
(G=
A-E)

行

1,508

1,500

1,450

1,481

1,379

1,381

1,296

1,249

1,217

314

303

299

269

68

133

147

73

103

46

37

40

126

1

11

16

21

19

268

266

259

143

67

122

131

52

84

17.7

17.9

9.7

4.9

8.8

10,1

4.2

6.9

283

283

283

290

290

323

323

323

323

51

50

51

47

45

33

x2

44

18.0

17.7

17.6

16.2

13.9

10.2

0.6

13.6

1,225

1,217

L167

L191

1,089

1,058

973

926

894

欝
囲

207

215

209

92

20

77

8

0

Q
/

5

40

比率

(H/G)
%

16.9

17.7

17.9

7。7

1。8

7.3

10.1

5.4

4.5

備考:(1)払 込資本金は各年末の計数をとった。

(2)純 益金 と純損金は各年の上期 と下期の計数の合計額。

(3)"五 大銀行で純損金を計上 したのは,昭 和6年 下期だけである。五大銀

行の昭和6年 の純益金超過額は2百 万 円で,表 面的には黒字であったが,

実質的には7百 万円の赤字であった(「 第一銀行史」下巻,同 行,昭 和33

年,104頁)。 この点か らみて,そ の他銀行の純益金 ・純損金にも相当の

粉飾があると推定 されるか ら,こ の表は普通銀行の純益率 の概要を示す も

のと考え られたい。

資料:(1)全 国普通銀行は 「銀行局年報」,と くに純益金と純損金は 「利益金配当

及配当歩合」 または 「損益勘定表」 より。

(2)五 大銀行の払込資本金は,各 行の行史(「 三井銀行八十年史』同行,昭

和32年;「 三菱銀行史』同行,昭 和29年;「 住友銀行史」同行,昭 和30年;

『第 一銀行史」;「 安田銀行六十年誌」同行,昭 和15年)よ り。 また純益

金 ・純損金については,三 井,三 菱,第 一銀行は行史 より,住 友,安 田銀

行 の昭和4年 一7年 上期(た だ し6年 下期を除 く)は 『第一銀行史」下巻,
104頁 より,そ の他の期(昭 和6年 下期を含む)に おける計数は 「銀行通

信録」所載 の両行決算広告 または関係記事 より。

〔つ づ く〕




